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四 半 期 報 告 書 
 

１ 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用

電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁を付して

出力・印刷したものであります。 

２ 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四半期

レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書を末尾に

綴じ込んでおります。 
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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

 
平成23年度第３四半期
連結累計期間 

平成24年度第３四半期 
連結累計期間 

平成23年度 

 
(自 平成23年４月１日
  至 平成23年12月31日)

(自 平成24年４月１日 
  至 平成24年12月31日) 

(自 平成23年４月１日
  至 平成24年３月31日)

経常収益 百万円 65,579 60,660 84,327

経常利益 百万円 9,822 15,435 14,666

四半期純利益 百万円 4,007 10,012 ―

当期純利益 百万円 ― ― 7,602

四半期包括利益 百万円 13,721 14,101 ―

包括利益 百万円 ― ― 19,622

純資産額 百万円 177,106 176,910 183,034

総資産額 百万円 3,829,878 3,879,756 3,854,842

１株当たり四半期純利益金額 円 5.46 13.59 ―

１株当たり当期純利益金額 円 ― ― 9.67

潜在株式調整後 
１株当たり四半期純利益金額 

円 3.98 10.47 ―

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

円 ― ― 7.56

自己資本比率 ％ 4.56 4.49 4.68

 

 
平成23年度第３四半期
連結会計期間 

平成24年度第３四半期 
連結会計期間 

 
(自 平成23年10月１日
 至 平成23年12月31日)

(自 平成24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

１株当たり四半期純利益金額 
（△は１株当たり四半期純損失金額） 

円 △2.20 8.13 

(注) １ 当社及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、主として税抜方式によっております。 

２ 第３四半期連結累計期間に係る１株当たり情報の算定上の基礎は、「第４ 経理の状況」中、「１ 四半

期連結財務諸表」の「１株当たり情報」に記載しております。 

３ 自己資本比率は、（（四半期）期末純資産の部合計－（四半期）期末新株予約権－（四半期）期末少数株

主持分）を（四半期）期末資産の部の合計で除して算出しております。 

 

２ 【事業の内容】 

  当第３四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容については、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。 
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第２ 【事業の状況】 

１ 【事業等のリスク】 

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関す

る事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証

券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 

なお、重要事象等は存在しておりません。 

 

２ 【経営上の重要な契約等】 

該当ありません。 

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

(1) 業績の状況 

当第３四半期連結会計期間末における連結財政状態につきましては、総資産が3兆8,797億円、純

資産が1,769億円となりました。貸出金につきましては、前連結会計年度末比95億円減少の2兆5,296

億円となりました。預金・譲渡性預金につきましては、個人預金や法人預金を中心に増加し、前連

結会計年度末比294億円増加の3兆5,254億円となりました。また、有価証券につきましては、前連結

会計年度末比1億円減少の1兆690億円となりました。 

当第３四半期連結累計期間の連結経営成績につきましては、資金運用収益や貸倒引当金戻入益が

減少したことなどにより、経常収益は前年同期比49億19百万円減少の606億60百万円となりました。

一方、経常費用につきましては、資金調達費用、営業経費及び有価証券の減損処理額が減少したこ

となどにより、前年同期比105億32百万円減少の452億25百万円となりました。以上の結果、連結経

常利益は前年同期比56億13百万円増加の154億35百万円となりました。連結四半期純利益につきまし

ては、前年同期に特別利益に計上した退職給付制度改定益がなくなる一方、法人税等調整額が減少

したことなどにより、前年同期比60億5百万円増加の100億12百万円となりました。 

セグメントの業績につきましては、報告セグメントの銀行業は、上記の要因等により、セグメン

ト経常収益が前年同期比48億87百万円減少の552億70百万円、セグメント利益は前年同期比58億37百

万円増加の147億93百万円となりました。報告セグメント以外のその他（リース業務、クレジットカ

ード業務や電子計算機関連業務など）につきましては、セグメント経常収益が前年同期比9百万円減

少の78億84百万円、セグメント利益は前年同期比1億66百万円減少の7億53百万円となりました。 
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国内業務部門・国際業務部門別収支 

当第３四半期連結累計期間の資金運用収支は、貸出金利息が減少したこと等から、資金運用収益が前

年同期比18億86百万円減少の423億57百万円となり、預金利息が減少したこと等から、資金調達費用が前

年同期比11億36百万円減少の42億97百万円となったため、前年同期比7億51百万円減少の380億59百万円

となりました。うち国内業務部門は355億23百万円となりました。役務取引等収支は、投資信託・保険販

売業務による収益が減少したこと等から、前年同期比1億24百万円減少の53億96百万円となりました。う

ち国内業務部門は53億52百万円となりました。その他業務収支は、債券関係損益が増加したこと等から、

前年同期比29億85百万円増加の46億5百万円となりました。うち国内業務部門は35億6百万円となりまし

た。 

種類 期別 
国内業務部門 国際業務部門 合計 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

資金運用収支 
前第３四半期連結累計期間 36,462 2,347 38,810

当第３四半期連結累計期間 35,523 2,536 38,059

 うち資金運用収益 
前第３四半期連結累計期間 41,767 2,867 

391
44,243

当第３四半期連結累計期間 39,627 2,968 
238

42,357

 うち資金調達費用 
前第３四半期連結累計期間 5,304 520 

391
5,433

当第３四半期連結累計期間 4,103 432 
238

4,297

役務取引等収支 
前第３四半期連結累計期間 5,478 42 5,520

当第３四半期連結累計期間 5,352 43 5,396

 うち役務取引等収益 
前第３四半期連結累計期間 8,373 87 8,460

当第３四半期連結累計期間 8,306 84 8,390

 うち役務取引等費用 
前第３四半期連結累計期間 2,894 45 2,940

当第３四半期連結累計期間 2,953 40 2,994

その他業務収支 
前第３四半期連結累計期間 160 1,460 1,620

当第３四半期連結累計期間 3,506 1,099 4,605

 うちその他業務収益 
前第３四半期連結累計期間 6,970 1,760 8,730

当第３四半期連結累計期間 7,044 1,119 8,163

 うちその他業務費用 
前第３四半期連結累計期間 6,809 300 7,110

当第３四半期連結累計期間 3,538 19 3,557

(注)１ 国内業務部門は円建取引、国際業務部門は外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引、特別

国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。 

   ２ 資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借

の利息であります。 
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国内業務部門・国際業務部門別役務取引の状況 

当第３四半期連結累計期間の役務取引等収益は、預金・貸出業務19億37百万円、為替業務21億45百万

円、投資信託・保険販売業務18億10百万円等により、83億90百万円となりました。うち国内業務部門は

83億6百万円となりました。また、役務取引等費用は29億94百万円となりました。うち国内業務部門は29

億53百万円となりました。 

種類 期別 
国内業務部門 国際業務部門 合計 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

役務取引等収益 
前第３四半期連結累計期間 8,373 87 8,460

当第３四半期連結累計期間 8,306 84 8,390

 うち預金・貸出業務 
前第３四半期連結累計期間 1,977 ― 1,977

当第３四半期連結累計期間 1,937 ― 1,937

 うち為替業務 
前第３四半期連結累計期間 2,079 87 2,167

当第３四半期連結累計期間 2,061 83 2,145

 うち証券関連業務 
前第３四半期連結累計期間 37 ― 37

当第３四半期連結累計期間 21 ― 21

 うち代理業務 
前第３四半期連結累計期間 139 ― 139

当第３四半期連結累計期間 157 ― 157

 うち保護預り・ 
貸金庫業務 

前第３四半期連結累計期間 198 ― 198

当第３四半期連結累計期間 195 ― 195

 うち保証業務 
前第３四半期連結累計期間 587 0 588

当第３四半期連結累計期間 596 0 597

 うち投資信託・ 
 保険販売業務 

前第３四半期連結累計期間 1,978 ― 1,978

当第３四半期連結累計期間 1,810 ― 1,810

役務取引等費用 
前第３四半期連結累計期間 2,894 45 2,940

当第３四半期連結累計期間 2,953 40 2,994

 うち為替業務 
前第３四半期連結累計期間 405 33 438

当第３四半期連結累計期間 399 32 432

(注) 国内業務部門は円建取引、国際業務部門は外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引、特別国

際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。 
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国内業務部門・国際業務部門別預金残高の状況 

○ 預金の種類別残高(末残) 

 

種類 期別 
国内業務部門 国際業務部門 合計 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

預金合計 
前第３四半期連結会計期間 3,418,351 8,295 3,426,646

当第３四半期連結会計期間 3,495,307 7,734 3,503,042

 うち流動性預金 
前第３四半期連結会計期間 1,530,384 ― 1,530,384

当第３四半期連結会計期間 1,619,784 ― 1,619,784

 うち定期性預金 
前第３四半期連結会計期間 1,857,827 ― 1,857,827

当第３四半期連結会計期間 1,842,213 ― 1,842,213

 うちその他 
前第３四半期連結会計期間 30,139 8,295 38,435

当第３四半期連結会計期間 33,310 7,734 41,044

譲渡性預金 
前第３四半期連結会計期間 64,336 ― 64,336

当第３四半期連結会計期間 22,400 ― 22,400

総合計 
前第３四半期連結会計期間 3,482,687 8,295 3,490,983

当第３四半期連結会計期間 3,517,707 7,734 3,525,442

(注) １ 流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金 

２ 定期性預金＝定期預金 

     ３ 国内業務部門は円建取引、国際業務部門は外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引、特別

国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。 
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国内貸出金残高の状況 

○ 業種別貸出状況(末残構成比) 

業種別 
前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間 

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 

国内 
(除く特別国際金融取引勘定分) 

2,497,405 100.00 2,529,692 100.00 

 製造業 371,168 14.86 378,508 14.96 

 農業，林業 2,915 0.12 2,643 0.11 

 漁業 1,749 0.07 1,832 0.07 

 鉱業，採石業，砂利採取業 5,644 0.22 4,519 0.18 

 建設業 108,311 4.34 100,734 3.98 

 電気・ガス・熱供給・水道業 10,818 0.43 12,442 0.49 

 情報通信業 9,024 0.36 8,807 0.35 

 運輸業，郵便業 64,361 2.58 66,076 2.61 

 卸売業，小売業 288,383 11.55 295,007 11.66 

 金融業，保険業 80,503 3.22 77,153 3.05 

 不動産業，物品賃貸業 320,138 12.82 320,929 12.69 

 各種サービス業 189,070 7.57 197,819 7.82 

 地方公共団体 233,996 9.37 255,579 10.10 

 その他 811,323 32.49 807,642 31.93 

特別国際金融取引勘定分 ― ― ― ― 

政府等 ― ― ― ― 

金融機関 ― ― ― ― 

その他 ― ― ― ― 

合計 2,497,405 ― 2,529,692 ― 
 
 

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第３四半期連結累計期間において、連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題について、

重要な変更はなく、また新たに生じた課題はありません。 
 

(3) 研究開発活動 

該当ありません。 
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第３ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 1,798,381,105

第一種優先株式 101,734,000

第二種優先株式     4,170,000

第三種優先株式 6,000,000

計 1,910,285,105

(注) １ 発行可能株式総数につき、「普通株式又は優先株式につき消却があった場合には、これに相当する株式

数を減ずる」旨定款に定めております。 

２ 定款上の「発行可能株式総数」では、普通株式は1,800,000,000株、第一種優先株式160,000,000株、第

二種優先株式10,000,000株、第三種優先株式30,000,000株となっておりますが、普通株式については子銀

行より買取った自己株式1,618,895株を消却したことにより1,798,381,105株となり、優先株式については

当第３四半期会計期間末までに消却により、第一種優先株式、第二種優先株式、及び第三種優先株式の発

行可能株式総数はそれぞれ58,266,000株、5,830,000株、24,000,000株減少し、それぞれ101,734,000株、

4,170,000株、6,000,000株となっております。 

 

② 【発行済株式】 

 

種類 
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成24年12月31日)

提出日現在 
発行数(株) 

(平成25年２月８日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 745,017,053 745,017,053
東京証券取引所 
(市場第１部) 

株主としての権利内容に
制限のない、標準となる
株式 
(注)２,３,４ 

第４回第一種優先株式(注)１ 23,000,000 23,000,000 ― (注)２,３,４,５,６,７ 

計 768,017,053 768,017,053 ― ― 

(注) １ 当社が発行する優先株式は企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第８項に基づく「行使価額修正条

項付新株予約権付社債券等」であります。 

２ 当社の単元株式数は、普通株式及び優先株式のそれぞれにつき、1,000株であります。 

３ 提出日現在発行数には、平成25年２月１日から当四半期報告書を提出する日までの優先株式に係る取得

請求権の行使による株式数の変更は含まれておりません。 

４ 定款において、会社法第322条第２項に規定する定めはしておりません。また、優先株式の議決権につ

きましては、以下の７(3)の「議決権」に記載のとおりであり、財務政策上の柔軟性を確保するために、

剰余金の配当及び残余財産の分配に関しては普通株式に優先する一方で、議決権に関してはこれを制限す

る内容となっております。 

５ 「行使価額修正条項付新株予約権付社債券等」である優先株式の特質につきましては、普通株式を対価

とする取得請求権の行使に際して、株価の変動による取得価額の変動により受取普通株式数は増減し、そ

の修正基準・頻度及び行使価額の下限を定めており、これらの詳細については以下の７(5)・(6)の「普通

株式を対価とする取得の請求」及び「普通株式を対価とする一斉取得」に記載のとおりであります。 



ファイル名:0103010_0154947502502.doc 更新日時:2013/02/12 13:59:00 印刷日時:13/02/12 14:06 

― 9 ― 

また、当社優先株式について、期間内において取得請求のなかった全てを一斉取得する旨を定めており、

その詳細については以下の７(6)の「普通株式を対価とする一斉取得」に記載のとおりであります。 

６ 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての当該行

使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との間の取決め、及び提出者の株券の売買に関する事項

についての当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との間での取決めはありません。 

７ 第４回第一種優先株式の内容は、次のとおりであります。 

(1)優先配当金 

第４回第一種優先株式を有する株主(以下「第４回第一種優先株主」という。)または第４回第一種優

先株式の登録株式質権者(以下「第４回第一種優先登録株式質権者」という。)に対しては、次に定める

額の期末配当金(以下「優先配当金」という。)を支払う。ただし当該期末配当の基準日の属する事業年

度において、下記④の中間配当金(以下「優先中間配当金」という。)を支払ったときは、当該優先中間

配当金を控除した額とする。 

①優先配当金 

当会社が定款第47条に定める期末配当金を支払うときは、第４回第一種優先株主または第４回第一

種優先登録株式質権者に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)または普通株式

の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第４回第一種優先株式１株に

つき、その払込金相当額（700円）に、当該期末配当金の基準日の属する事業年度における以下に定

める配当年率を乗じて算出した額(ただし、平成19年3月31日を基準日とする優先配当金については、

この額に、払込期日より平成19年3月31日までの実日数である139を分子とし365を分母とする分数を

乗じることにより算出した額)（円単位未満小数点第1位まで算出し、その小数点第1位を四捨五入す

る。以下「第４回第一種優先配当金」という。）を支払う。 

配当年率は、各事業年度について、次の算式により計算される年率とする。 

配当年率＝日本円TIBOR(12ヶ月物)＋1.150％ 

配当年率は、％単位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。ただし、上限は

7.500％とする。 

配当年率の見直し日は、平成19年4月1日以降の毎年4月1日とする。 

「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、払込期日以降平成19年3月31日までの事業年度においては払込期

日の午前11時または午前11時に可及的に近い時点における日本円TIBOR(12ヶ月物)(Telerate17097ペ

ージ)として全国銀行協会によって公表される数値を指すものとし、平成19年4月1日以降の各事業年

度においては、各事業年度に含まれる配当年率の見直し日（配当年率の見直し日が営業日でない場

合は前営業日）の午前11時または午前11時に可及的に近い時点における日本円TIBOR(12ヶ月

物)(Telerate17097ページ)として全国銀行協会によって公表される数値を指すものとする。ただし、

何らかの理由でかかる利率が公表されない場合には、「日本円TIBOR(12ヶ月物)」は、東京インター

バンク市場における12ヶ月物の円資金貸借取引のオファードレートとして合理的に決定する利率(年

率で表される。)を指すものとする。 

②非累積条項 

ある事業年度に基準日の属する剰余金の配当において、第４回第一種優先株主または第４回第一種

優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額が第４回第一種優先配当金の額に達しないと

きは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。 

③非参加条項 

第４回第一種優先株主または第４回第一種優先登録株式質権者に対しては、第４回第一種優先配当

金を超えて配当を行わない。 

④優先中間配当金 

当会社が定款第48条に定める中間配当を行うときは、第４回第一種優先株主または第４回第一種優

先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第４回第一種優先株式１

株につき当該中間配当の基準日の属する事業年度の直前事業年度に基準日の属する第４回第一種優

先配当金の額の２分の１に相当する金額を優先中間配当金として支払う。 

(2)残余財産の分配 

残余財産を分配するときは、第４回第一種優先株主または第４回第一種優先登録株式質権者に対し、

普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第４回第一種優先株式１株につき700円を支払う。第４回

第一種優先株主または第４回第一種優先登録株式質権者に対しては、このほか、残余財産の分配は行わ

ない。 
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(3)議決権 

第４回第一種優先株主は、株主総会において、議決権を有しない。ただし、第４回第一種優先株主は、

定時株主総会に第４回第一種優先配当金全部の支払いを受ける旨の議案が提出されないときはその総会

より、その議案がその定時株主総会において否決されたときはその総会の終結のときより、第４回第一

種優先配当金全部の支払いを受ける旨の決議がなされるときまで議決権を有する。 

(4)株式の併合または分割、募集株式の割当てを受ける権利等 

法令に別段の定めある場合を除き、第４回第一種優先株式について株式の併合、株式の分割または株

式の無償割当ては行わない。第４回第一種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利または募集新

株予約権の割当てを受ける権利を与えない。 

(5)普通株式を対価とする取得の請求 

第４回第一種優先株主は、当会社が第４回第一種優先株式を取得するのと引換に、当会社の普通株式

を交付することを請求(以下「取得請求」という。)することができるものとし、その内容については次

のとおりである。 

①取得を請求し得べき期間 

平成23年10月1日から平成28年9月30日までとする。 

②当初取得価額 

当初取得価額は、平成23年10月1日の時価とする。「時価」とは、平成23年10月1日（同日を含まな

い。）の直近の3取引日（終値（気配表示を含む。）のない日を除き、以下「当初時価算定期間」と

いう。）の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示

を含む。）の平均値に相当する金額（円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入

する。以下「当初取得価額」という。）とする。なお、当初時価算定期間内に、下記④で定める取

得価額の調整事由が生じた場合には、当初取得価額は、下記④に準じて調整される。 

③取得価額の修正 

平成23年10月2日から平成28年9月1日までの毎月1日（以下「修正日」という。）に、取得価額は、

各修正日（同日を含まない。）の直近の3取引日（終値（気配表示を含む。）のない日を除き、以下

「修正時価算定期間」という。）の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引

の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値に相当する金額（円単位未満小数第2位まで算出し、そ

の小数第2位を四捨五入する。以下「修正日価額」という。）に修正される。なお、修正時価算定期

間内に、下記④で定める取得価額の調整事由が生じた場合には、修正後の取得価額は、下記④に準

じて調整される。ただし、かかる算出の結果、修正後の取得価額が当初取得価額の50%（以下「下限

取得価額」という。ただし、下記④による調整を受ける。）を下回る場合には、修正後の取得価額

は下限取得価額とする。 

④取得価額の調整 

(ア) 取得価額（上記③の下限取得価額を含む。）は、当会社が第４回第一種優先株式を発行後、次

の(a)から(c)までのいずれかに該当する場合には、次の算式(以下「取得価額調整式」という。) 

により調整される(以下当該調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。 

 

    既発行

普通

株式数

＋

新規発行・処分普通株式数×１株当たり払込金額・処分価額

調整後 ＝ 調整前 × 
１株当たり時価 

取得価額 取得価額 既発行普通株式数＋新規発行・処分普通株式数 

 

調整後取得価額は円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。 

(a) 取得価額調整式で使用する時価を下回る払込金額または処分価額をもって普通株式を新たに発

行しまたは当会社の有する普通株式を処分する場合(ただし、当会社の発行した取得条項付株式、

取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(「新株予約権」には、新株予約権付社債に付

されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合または当会社普通株式の交付を請求できる

新株予約権の行使による場合を除く。) 

調整後取得価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最

終日とする。以下同じ。)の翌日以降、または募集のための基準日がある場合はその日の翌

日以降、これを適用する。 
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(b) 株式分割または無償割当てにより普通株式を発行する場合(無償割当に関しては、当会社の有す

る普通株式を処分する場合を含む。以下同じ。) 

調整後取得価額は、株式の分割または無償割当てのための基準日の翌日以降、または基準

日を定めずに無償割当てをする場合はその効力発生日以降、これを適用する。 

(c) 当該証券(権利)を当会社が取得するのと引換に、取得価額調整式で使用する時価を下回る価額

をもって当会社の普通株式を交付されるもしくは交付を請求できる証券(権利)(新株予約権を含

む。以下同じ。)、または取得価額調整式で使用する時価を下回る価額をもって当会社の普通株

式の交付を請求できる新株予約権を発行(無償割当てを含む。)または交付する場合 

調整後取得価額は、募集もしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日、基準日

がない場合はその証券(権利)の払込期日(ただし、新株予約権の場合は割当日、無償割当て

の場合は効力発生日)の終わりに、発行(無償割当てを含む。)または交付される証券（権

利）の全てが当初の条件で取得されもしくは取得請求がなされ、または新株予約権の全て

が当初の条件で行使されたものとみなして(ただし、取得価額および行使価額が複数存在す

る場合には、もっとも低い価額で当会社普通株式の交付を受けられる条件によって、取得

されもしくは取得請求がなされ、または新株予約権が行使されたものとみなして)、取得価

額調整式を準用して算出するものとし、募集もしくは無償割当てのための基準日がある場

合はその日、基準日がない場合にはその証券(権利)の払込期日(ただし、新株予約権の場合

は割当日、無償割当ての場合は効力発生日)の翌日以降、これを適用する。 

上記にかかわらず、その取得価額または行使価額が上記の各時点では確定していない場合

は、調整後取得価額は、当該価額の確定時点において、発行(無償割当てを含む。)または

交付された証券（権利）のうち残存する全てが当該確定時点の条件で取得されもしくは取

得請求がなされ、または残存する新株予約権の全てが当該確定時点の条件で行使されたも

のとみなして、取得価額調整式を準用して算出するものとし、当該価額の確定時点の翌日

以降、これを適用する。 

(イ) 上記(ア)(a)(b)(c)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換、株式移転、または普通株

式の併合、その他会社の発行済普通株式総数の変更または変更の可能性を生ずる事由の発生等に

より取得価額の調整を必要とする場合には、その後の取得価額は、当会社取締役会が適当と判断

する取得価額に変更される。 

(ウ) 取得価額調整式で使用する「１株当たり時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ45取

引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日

の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とし、その計算は円単位未満小数

第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。なお、上記45取引日の間に、上記(ア)または

(イ)に定める取得価額の調整事由が生じた場合には、上記平均値は上記(ア)または(イ)に準じて

調整される。 

(エ) 取得価額調整式で使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日におい

て有効な取得価額とする。 

(オ) 取得価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日、基準日がな

い場合は調整後取得価額を適用する日の1か月前の日における当会社の発行済普通株式数（当該

日における当会社が有する当会社普通株式数を除く。）に、当該取得価額の調整前に、上記④

(ア)(イ) に基づくみなしの結果、新規発行・処分普通株式数とみなされた当会社普通株式のう

ち未だ交付されていない当会社普通株式数を加えたものとする。また、上記(ア)(b)の場合には、

取得価額調整式で使用する「新規発行・処分普通株式数」には、基準日における当会社の有する

当会社普通株式に割り当てられる当会社普通株式数を含まないものとする。 

(カ) 取得価額調整式で使用する「１株当たり払込金額・処分価額」とは、 

(a) 上記(ア)(a)の時価を下回る払込金額または処分価額をもって普通株式を新たに発行しまたは

当会社の有する普通株式を処分する場合には、当該払込金額または処分価額(金銭以外の財産

による払込の場合にはその適正な評価額)、 

(b) 上記(ア)(b)の株式分割または無償割当てにより普通株式を発行する場合は０円、 

(c) 上記(ア)(c)の当該証券(権利)を当会社が取得するのと引換えに、取得価額調整式で使用する

時価を下回る価額をもって当会社の普通株式を交付されるもしくは交付を請求できる証券(権

利)、または取得価額調整式で使用する時価を下回る価額をもって当会社の普通株式の交付を

請求できる新株予約権を発行(無償割当てを含む。)または交付する場合は、それぞれ、当初の

取得価額または新株予約権の行使価額(取得価額および行使価額が複数存在する場合には、そ

のうちでもっとも低い価額)(その取得価額または行使価額が発行の時点では確定していない場

合は、当該価額が確定した時点における当該価額) 
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をそれぞれいうものとする。 

(キ) 取得価額調整式により算出された調整後取得価額を調整前取得価額から差引いた額が±１円未

満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。ただしその後、次の取得価額の修正日

が到来する前に取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得

価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額から上記差額を差引いた額を使用する。 

⑤取得請求により交付すべき普通株式数 

第４回第一種優先株式の取得請求により交付すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。 

 

取得請求により交付

すべき普通株式数 
＝ 

第４回第一種優先株主が取得請求に際して提出した第４回第一

種優先株式数×700円 

取得価額 

取得請求により交付すべき普通株式数の算出に当たって１株未満の端数が生じたときは、これを切

り捨てる。 

⑥取得請求により交付する株式の内容 

株式会社紀陽ホールディングス普通株式 

⑦取得請求受付場所 

株主名簿管理人事務取扱場所  大阪市中央区伏見町三丁目６番３号 

        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社大阪証券代行部 

⑧取得請求の効力の発生 

取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑦に記載する取得請求受付場所に到着したときに

発生する。ただし、第４回第一種優先株式の株券が発行されていないときは、株券の提出を要しな

い。 

(6)普通株式を対価とする一斉取得 

当会社は、平成28年9月30日までに取得請求のなかった第４回第一種優先株式の全てを、平成28年10月

1日（以下「一斉取得日」という。）をもって取得し、これと引換に、各第４回第一種優先株主に対して、

第４回第一種優先株式1株につき、その払込金相当額(700円)を、一斉取得日に先立つ45取引日目に始ま

る30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を

含む。）の平均値（終値のない日数を除く。円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五

入する。以下「一斉取得価額」という。）で除して得られる数の当会社の普通株式を交付する。なお、

上記45取引日の間に、上記(5)④で定める取得価額の調整事由が生じた場合には、一斉取得価額は、当会

社取締役会が適当と判断する値に調整される。ただし、当該平均値が下限取得価額を下回るときは、当

該下限取得価額で除して得られる数の当会社の普通株式を交付する。上記の普通株式の数の算出に当た

って1株未満の端数が生じたときは、会社法第234条に定める方法によりこれを取扱う。 

(7)優先順位 

第４回第一種優先株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の支払順位は、当会社の他の第

一種優先株式、第二種優先株式および第三種優先株式と同順位とする。 
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(2)【新株予約権等の状況】 

 

該当事項はありません。 

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 
 

該当事項はありません。 

 

(4) 【ライツプランの内容】 

 

該当事項はありません。 

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式 
総数残高 
(千株) 

資本金増減
額(百万円)

資本金残高 
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 

(百万円)

平成24年10月１日
～ 

平成24年 12月 31日 

普通株式  ― 
 
 
第４回第一種 
優先株式  － 

普通株式  745,017
 
 
第４回第一種 
優先株式  23,000

－ 58,350 － 47,044

(注)１ 当第３四半期会計期間末から平成25年１月31日までに、優先株式の取得請求権の行使による株式数の 

変更は該当ございません。 

２ 平成25年２月１日から当四半期報告書を提出する日までの優先株式に係る取得請求権の行使による株 

式数の変更は確認できませんので記載しておりません。 

 

(6) 【大株主の状況】 

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 
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(7) 【議決権の状況】 

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主の状況が把握できず、記載する

ことができませんので、直前の基準日である平成24年９月30日現在で記載しております。 

 

① 【発行済株式】 

平成24年９月30日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 
第４回第一種優先株式

23,000,000
― (注)１ 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式等) 
普通株式 

1,190,000
― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

741,501,000
741,501 (注)２ 

単元未満株式 
普通株式 

2,326,053
― １単元未満の株式 (注)３ 

発行済株式総数 

普通株式 
745,017,053

優先株式 
23,000,000

― ― 

総株主の議決権 ― 741,501 ― 

(注) １  株式の内容は「１ 株式等の状況」の「(1) 株式の総数等」に記載しております。 

 ２ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が 2,000株(議

決権 2個)含まれております。 

３ 「単元未満株式」欄の普通株式には、自己保有株式 435株が含まれております。 

 

② 【自己株式等】 

平成24年９月30日現在 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義 
所有株式数

(株) 

他人名義 
所有株式数

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式) 
株式会社紀陽ホールディン
グス 

和歌山市本町１丁目35 1,190,000 ― 1,190,000 0.15 

計 ― 1,190,000 ―    1,190,000 0.15 

(注)  上記のほか、中間連結財務諸表および中間財務諸表において自己株式と認識している当社株式が 

4,610,000株あります。これは、従業員株式所有制度の導入に伴い、当第２四半期会計期間末において「野

村信託銀行株式会社（紀陽フィナンシャルグループ従業員持株会専用信託口）」（以下「信託口」とい

う。）が所有している当社株式であり、当社と信託口は一体であると認識し、信託口が所有する当社株式

を自己株式として計上していることによるものであります。 

 

２ 【役員の状況】 

 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。 
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第４ 【経理の状況】 

１ 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平

成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分

類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。 

 

２ 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(自平成24年

10月１日 至平成24年12月31日) 及び第３四半期連結累計期間(自平成24年４月１日 至平成24年12月

31日)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の四半期レビューを受けており

ます。 

 



１【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

現金預け金 84,887 87,726

コールローン及び買入手形 61,239 113,445

買入金銭債権 2,830 2,437

商品有価証券 2,010 1,438

有価証券 ※２  1,069,148 ※２  1,069,034

貸出金 ※１  2,539,253 ※１  2,529,692

外国為替 1,865 2,884

その他資産 43,589 32,243

有形固定資産 33,539 33,150

無形固定資産 13,459 11,307

繰延税金資産 17,053 10,751

支払承諾見返 15,389 14,139

貸倒引当金 △29,424 △28,495

資産の部合計 3,854,842 3,879,756

負債の部   

預金 3,440,024 3,503,042

譲渡性預金 55,988 22,400

債券貸借取引受入担保金 84,206 94,146

借用金 30,100 25,005

外国為替 14 32

社債 13,000 10,000

その他負債 31,994 33,170

退職給付引当金 29 30

役員退職慰労引当金 32 32

睡眠預金払戻損失引当金 700 528

偶発損失引当金 327 317

支払承諾 15,389 14,139

負債の部合計 3,671,808 3,702,846

純資産の部   

資本金 58,350 58,350

資本剰余金 64,605 47,940

利益剰余金 45,748 53,052

自己株式 △847 △1,694

株主資本合計 167,856 157,648

その他有価証券評価差額金 12,802 16,813

繰延ヘッジ損益 125 106

その他の包括利益累計額合計 12,928 16,920

少数株主持分 2,249 2,341

純資産の部合計 183,034 176,910

負債及び純資産の部合計 3,854,842 3,879,756

─ 16 ─



(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 
【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

経常収益 65,579 60,660

資金運用収益 44,243 42,357

（うち貸出金利息） 34,282 33,003

（うち有価証券利息配当金） 9,720 9,112

役務取引等収益 8,460 8,390

その他業務収益 8,730 8,163

その他経常収益 ※１  4,144 ※１  1,749

経常費用 55,757 45,225

資金調達費用 5,433 4,297

（うち預金利息） 4,438 3,344

役務取引等費用 2,940 2,994

その他業務費用 7,110 3,557

営業経費 31,414 30,533

その他経常費用 ※２  8,859 ※２  3,842

経常利益 9,822 15,435

特別利益 1,491 1

固定資産処分益 15 1

退職給付制度改定益 1,476 －

特別損失 55 45

固定資産処分損 48 15

減損損失 7 29

税金等調整前四半期純利益 11,257 15,392

法人税、住民税及び事業税 442 995

法人税等調整額 6,737 4,295

法人税等合計 7,179 5,290

少数株主損益調整前四半期純利益 4,078 10,101

少数株主利益 71 88

四半期純利益 4,007 10,012

─ 17 ─



【四半期連結包括利益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,078 10,101

その他の包括利益 9,642 3,999

その他有価証券評価差額金 9,861 4,019

繰延ヘッジ損益 △218 △19

四半期包括利益 13,721 14,101

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 13,644 14,004

少数株主に係る四半期包括利益 76 96

─ 18 ─
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【会計方針の変更等】 

 
当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日) 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得

した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

なお、これによる当第３四半期連結累計期間の経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微で

あります。 

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 

当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

 

 該当ありません。 
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【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

※１ 貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。 

 

          
前連結会計年度    

(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間

(平成24年12月31日) 

破綻先債権額  

延滞債権額  

３ヵ月以上延滞債権額 

貸出条件緩和債権額 

合計額               

          2,732百万円 

     82,361百万円 

       ─ 百万円 

      10,707百万円 

   95,801百万円 

       2,415百万円 

      83,939百万円 

        ─ 百万円 

      10,457百万円 

   96,811百万円 
 
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

 

※２ 有価証券中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対す

る保証債務の額は次のとおりであります。 

 

前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(平成24年12月31日) 

13,586百万円 14,014百万円 

 

(四半期連結損益計算書関係)  

※１ その他経常収益には、次のものを含んでおります。 

 

        
前第３四半期連結累計期間 
 (自 平成23年４月１日 

   至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
 (自 平成24年４月１日 

  至 平成24年12月31日) 

償却債権取立益 

貸倒引当金戻入益 

           1,353百万円 

        1,400百万円 

1,113百万円 

― 百万円 

 

※２ その他経常費用には、次のものを含んでおります。 

 

        
前第３四半期連結累計期間 
 (自 平成23年４月１日 

   至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
 (自 平成24年４月１日 

  至 平成24年12月31日) 

貸出金償却 

貸倒引当金繰入額 

株式等償却 

貸出債権譲渡損        

           2,380百万円 

― 百万円 

5,154百万円 

146百万円 

2,453百万円 

        531百万円 

        297百万円 

         18百万円 

 

 (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含

む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。 

 

        
前第３四半期連結累計期間 
 (自 平成23年４月１日 

   至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
 (自 平成24年４月１日 

  至 平成24年12月31日) 

減価償却費 

のれんの償却額 

           3,128百万円 

        1,261百万円 

3,050百万円 

      1,259百万円 
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(株主資本等関係) 

前第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

１．配当金支払額 
 

(決議) 株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年
６月29日 
定時株主
総会 

普通株式 2,220 3.00 平成23年３月31日 平成23年６月30日 利益剰余金

第４回第一種優先株式 540 12.00 平成23年３月31日 平成23年６月30日 利益剰余金

第二種優先株式 39 10.00 平成23年３月31日 平成23年６月30日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結

会計期間の末日後となるもの 

 

該当ありません。 

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

１．配当金支払額 
 

(決議) 株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年
６月28日 
定時株主
総会 

普通株式 2,231 3.00 平成24年３月31日 平成24年６月29日 利益剰余金

第４回第一種優先株式 495 11.00 平成24年３月31日 平成24年６月29日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結

会計期間の末日後となるもの 

 

該当ありません。 

 

３．株主資本の金額の著しい変動 

 

   当社は、平成24年９月６日に第４回第一種優先株式（公的資金優先株式）の一部を自己株式と

して16,659百万円取得し、同日消却いたしました。 

   このことを主因として、当第３四半期連結累計期間において、資本剰余金が16,664百万円減少

し、当第３四半期連結会計期間末の資本剰余金の残高は、47,940百万円となりました。 

 



ファイル名:0104100_0154947502502.doc 更新日時:2013/02/12 13:59:00 印刷日時:13/02/12 14:07 

― 22 ― 

(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日) 

 

  １．報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報 
 

（単位：百万円） 

 
報告セグメント

その他 合 計   調整額 
四半期連結損益
計算書計上額銀行業 

経常収益  

 外部顧客に対する 
 経常収益 

59,802 5,926 65,729 △149 65,579

 セグメント間の内部 
 経常収益 

355 1,967 2,322 △2,322 ―

計 60,157 7,893 68,051 △2,471 65,579

セグメント利益 8,956 919 9,876 △53 9,822

  (注) １．一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。 
２．「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、信用保証業

務、事務代行業務、リース業務、ベンチャーキャピタル業務、クレジットカード業務、電
子計算機関連業務を含んでおります。 

３．経常収益における外部顧客に対する経常収益の調整額△149百万円は、「その他」の貸倒
引当金繰入額であり、セグメント間の内部経常収益の調整額△2,322百万円は、セグメン
ト間取引消去であります。 

４．セグメント利益の調整額△53百万円は、セグメント間取引消去であります。 
５．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

 

  ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 
 

（固定資産に係る重要な減損損失） 
 

「銀行業」セグメントにおいて、一部の不動産について、割引前将来キャッシュ・フロー
の総額が帳簿価額に満たないことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を
減損損失として特別損失に計上しております。 
なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては、7百万円でありま

す。 
 

（のれんの金額の重要な変動） 

   該当ありません。 
 

   （重要な負ののれん発生益） 

   該当ありません。 
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当第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日) 

 

  １．報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報 
 

（単位：百万円） 

 
報告セグメント

その他 合 計   調整額 
四半期連結損益
計算書計上額銀行業 

経常収益  

 外部顧客に対する 
 経常収益 

54,992 5,667 60,660 ― 60,660

 セグメント間の内部 
 経常収益 

277 2,216 2,493 △2,493 ―

計 55,270 7,884 63,154 △2,493 60,660

セグメント利益 14,793 753 15,547 △112 15,435

  (注) １．一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。 
２．「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、信用保証業

務、事務代行業務、リース業務、ベンチャーキャピタル業務、クレジットカード業務、電
子計算機関連業務を含んでおります。 

３．セグメント利益の調整額△112百万円は、セグメント間取引消去であります。 
４．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

 

  ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 
 

（固定資産に係る重要な減損損失） 
 

「銀行業」セグメントにおいて、一部の不動産について、割引前将来キャッシュ・フロー
の総額が帳簿価額に満たないことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を
減損損失として特別損失に計上しております。 
なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては、29百万円であり

ます。 
 

（のれんの金額の重要な変動） 

   該当ありません。 
 

   （重要な負ののれん発生益） 

   該当ありません。 
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 (１株当たり情報) 

 
 １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額
及び算定上の基礎は、次のとおりであります。 
 

  
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日) 

(1)１株当たり四半期純利益金額 円 5.46 13.59

（算定上の基礎）  

  四半期純利益 百万円 4,007 10,012

  普通株主に帰属しない金額 百万円 ― ―

  普通株式に係る四半期純利益 百万円 4,007 10,012

  普通株式の期中平均株式数 千株 734,276 737,024

 

(2)潜在株式調整後１株当たり四半期
純利益金額 

円 3.98 10.47

（算定上の基礎）  

  四半期純利益調整額 百万円 ― ―

  普通株式増加数 千株 273,750 219,107

   うち優先株式 千株 273,750 219,107

希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後１株当たり四半期純利益金額の
算定に含めなかった潜在株式で、前連
結会計年度末から重要な変動があった
ものの概要 

 ― ―

 

 

(重要な後発事象) 
 

        該当ありません。 

 

２ 【その他】 

該当ありません。 
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 
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独立監査人の四半期レビュー報告書 
 

平成25年２月７日 

 

株式会社紀陽ホールディングス 

 取締役会 御中 

有限責任 あずさ監査法人 
 

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士  川  井  一  男    ㊞ 

 
指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士  奥  田     賢    ㊞ 

 
指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士  梅  津     広    ㊞ 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている
株式会社紀陽ホールディングスの平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第３四
半期連結会計期間(平成24年10月１日から平成24年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成24年
４月１日から平成24年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四
半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。 
 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠

して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。 
 

監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結

財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。 
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我
が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比
べて限定された手続である。 
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 
 

監査人の結論 
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般

に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社紀陽ホールディングス及
び連結子会社の平成24年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の
経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 
 

利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

 

以 上 

 
 

(注)１ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半

期報告書提出会社)が別途保管しております。 

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。 
 



ファイル名:7010000_kansa_0154947502502.doc 更新日時:2013/02/12 14:02:00 印刷日時:13/02/12 14:07 

 



ファイル名:8000000_0154947502502.doc 更新日時:2013/02/12 13:44:00 印刷日時:13/02/12 14:07 

 

【表紙】  

【提出書類】 確認書 
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１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】 

当社代表取締役社長片山博臣は、当社の第８期第３四半期(自 平成24年10月１日 至 平成24年12

月31日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いた

しました。 

 

２ 【特記事項】 

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 
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